
第４６回三重県屋外広告物審議会

令和４年２月２日（水）
１４：００～１５：３０

三重県県土整備部都市政策課



議題

【報告事項①】
三重県の屋外広告物行政、
屋外広告物事務の権限移譲

【報告事項②】
安全点検制度等の条例周知活動

【報告事項③】
伊勢志摩国立公園ステップアップ
プログラム（SUP)2025の策定
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報告事項①
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三重県の屋外広告物行政、
屋外広告物事務の権限移譲



三重県の屋外広告物行政（許可、登録）

許可件数

北勢
１７,４８２

中勢
１２,７８１

伊勢志摩
７,３８４

伊賀
5,274

東紀州
６９４
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・県内の許可件数は４３，６１５件（R2年度）。
北勢、中勢で約７０％。

・屋外広告業者登録者数は７７９者（R3.12月末）



・許可未申請が過半数
・禁止地域への一般広告物掲出も多い

三重県の屋外広告物行政（違反広告物）

５８
未申請

％

禁止地域への
一般広告物掲出

％
２２

違反広告物内訳
（県管轄分）
R3.11月末現在 4

その他
（許可地域への規格外
一般広告物の掲出など）



屋外広告物事務の権限移譲
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●権限移譲の考え方

屋外広告物は景観を構成する重要な要素

景観行政と屋外広告物行政を一体的に取
り組む必要

基礎自治体である市町が中心的な役割を
担うことが望ましい



屋外広告物事務の権限移譲
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●権限移譲の状況

市町名
許可
事務

指導
事務

指定
事務

桑名市 〇 〇 〇

鈴鹿市 〇 〇 －

津市 〇 〇 －

松阪市 〇 〇 〇

大台町 〇 〇 －

大紀町 〇 〇 －

【許可・指導事務】
６市町

【指定事務】
２市

【簡易除却事務】
全（２９）市町

R2.4～桑名市に許可、
指導、指定事務を移譲



屋外広告物事務の権限移譲
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●移譲のメリット
①景観行政と一体的に推進することで、
景観施策をより効果的に展開

②許可審査機関が建設事務所から市町
へ移ることで、住民サービスの向上

③許可手数料収入及び事務処理特例交付
金を自主財源として確保

意欲ある市町への権限移譲を進めていく



報告事項②
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安全点検制度等の条例周知活動



安全点検制度（H30.10～）
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・すべての広告物（貼り紙等除く）が点検義務対象

・一定の広告物は、屋外広告士等の有資格者による
点検が必要

屋外広告物の種類
点検
義務

有資格者

による

点検

点検

結果

報告

①

許可要

表示面積1㎡以
上

高さ4m超

②
高さ4m
以下

③ 表示面積1㎡未満

④
許可不要（自家用広告物で表示面積
10㎡以下のものなど）



安全点検制度（全国の導入状況）
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32
3

12

安全点検制度の条例制定状況（都道府県）

改正済
改正予定

未定

国土交通省取りまとめデータ
（R3.4.1時点）より作成

全都道府県の

約７０％が制定済。

改正予定を含めると、

約７５％に



条例周知活動（屋外広告業者）
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許可権限を有する機関（県建設事務
所、権限移譲済市町）において、更新
案内時のダイレクトメールや許可申請
時の説明を通じて、周知

安全点検：許可を受けるごとに点検が
必要



条例周知活動（屋外広告業者）
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三重県屋外広告美術協同組合（三広美）主催で
屋外広告の日キャンペーン（まち歩き）を実施

開催日 令和元年９月１０日

場 所 近鉄四日市駅周辺

参加者 三広美、三重県、四日市市、三重県警察

令和２年、３年は新型
コロナウイルス感染拡
大の影響により中止

令和元年9月10日放送
「三重テレビニュースウィズ」
より



条例周知活動（広告主）

13R2.2.14 尾鷲商工会議所 R3.11.4 四日市市観光協会

商工会議所、観光協会、三重県建築士会等を訪
問し、条例説明会を実施（R1~R3：計21回）



条例周知活動（広告主、県民）
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三重県主催で、地元の大学生を対象に、景観と
安全をテーマとしたまち歩きを実施。
開催日 令和元年１１月２０日

場 所 近鉄松ヶ崎駅周辺（松阪市）、一身田寺内町周辺（津市）

参加者 三重県、松阪市、津市、三広美、大学生

近鉄松ヶ崎駅周辺（松阪市） 一身田寺内町周辺（津市）



安全点検チラシ

15裏表



条例周知活動（広告主、県民）
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県内商業施設、スーパー、県庁県民
ホールにおいて、チラシを配架し、来
店客（来庁者）にPR（通年）

県民ホールマックスバリュイオン



条例周知活動（広告主、県民）
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FM三重で屋外広告物適正化旬間を
中心に、計７回放送
（R１:３回、R２:１回、R３:３回）

●ラジオ放送

三重県建築士会、三重県商工会議所
連合会、三重県商工会連合会等を通
じて配布

●業界団体を通じたチラシ配布



条例周知活動（周知状況）
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屋外広告物の許可権限を有する県建設事務所、市町との意見交換会
（令和３年１１月１０日）、

・屋外広告業者については、許可申請等
を通じて概ね周知できている

・広告主については、企業規模が小さい
ところは、制度への認識が十分でない
ところがある

屋外広告業者には許可申請等を通じて
広告主には条例説明会等を通じて
引き続き周知していく



報告事項③
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伊勢志摩国立公園ステップアップ
プログラム（SUP)2025の策定
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伊勢志摩SUP2025

●国立公園満喫プロジェクトを実施
国立公園の美しい自然を活かし、より上質な体験を
提供することにより、世界水準の「ナショナルパー
ク」へと改革

●伊勢志摩国立公園の選定
全国の国立公園の中で、先導的・集中的な取組を実
施する国立公園の一つとして選定

a環境省



伊勢志摩SUP2025
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A伊勢志摩国立公園
地域協議会

●伊勢志摩国立公園SUP2020（2016～)     

●伊勢志摩国立公園SUP2025(2021～）

目標

取組

公園の訪日外国人利用者数を
新型コロナウイルス感染症の
影響前の水準に回復等
・ワーケーションの推進
・エコツーリズムの推進
・景観改善 等



伊勢志摩SUP2025（三重県の取組）
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SUP2025のP16

5 プロジェクトの実施
（１）重点施策・集中的に取組む事項

４）景観改善



伊勢志摩SUP2025（三重県の取組）
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SUP2025のP32

5 プロジェクトの実施
（3）エリア共通の取組事項

5）景観改善



伊勢志摩SUP2025（伊勢市の取組）
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SUP2025のP20

5 プロジェクトの実施
（２）エリア毎の取組事項

1）伊勢市エリア
ⅵ）景観改善



伊勢志摩SUP2025（志摩市の取組）
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SUP2025のP27

5 プロジェクトの実施
（２）エリア毎の取組事項

３）志摩市エリア
ⅷ）景観改善



伊勢志摩SUP2025
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プロジェクトにおける景観改善の取組

伊勢志摩国立公園の美しい自然景観の
保全を図っていく


